
外国人の採用・雇用管理等の課題解決にお役立てください！

外国人を雇用する事業主・人事労務担当者の方へ

厚生労働省 奈良労働局 ハローワーク

例えば、こんなことでお悩みではありませんか？

外国人雇用管理アドバイザーとは・・・
在留管理制度や外国人労働者の雇用管理に関する専門的な知識に加え、

社会保険労務士、中小企業診断士などの資格を有する者で都道府県労働
局が委嘱を行っています。

外国人雇用管理アドバイザーは、外国人の雇用管理に関する事業主の皆
さまからの相談に対し、問題点を把握・分析し、的確な改善策をご提案
し、雇用管理改善のお手伝いをします。

外国人雇用管理アドバイザーのご案内

外国人を雇用する時に
注意することは？

今、雇用している外国人
の処遇は、今のままでも

大丈夫かな？

外国人労働者とうまく
意思疎通がとれない・・・

雇用契約、職務配置、
福利厚生はどうすれば

いい？

外国人雇用管理アドバイザーによる相談は無料です。
どんなことでもお気軽にご相談ください。

※ ご利用のお申し込みは、管轄のハローワークまでお気軽に

お問合せください。


